
 

諫 早 市 監 査 委 員 告 示 第 １ １ 号             

監 査 の 結 果 に 基 づ く 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、地 方 自 治

法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ９ ９ 条 第 １ ４ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 次 の と お り 公 表 す る 。  

  令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日  

 

     諫 早 市 監 査 委 員   谷  口    啓   

    諫 早 市 監 査 委 員   森  口  恭  子  

諫 早 市 監 査 委 員   森    和  明  



年度 監査区分 部等 課等 指摘事項等 措置完了日 措置内容等

R6
前期
定期 総務部

デジタル推
進課

【指導事項】
　諫早市旅費支給条例第１１条第２項による
と、概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者
は、当該旅行を完了した後５日以内に、当該
旅行について前項の規定による旅費の精算を
しなければならないと規定されているが、定期
監査時において旅費の精算がされていない事
例が見受けられた。
　 ついては、精算事務について条例に基づき
適正に行われたい。

令和6年5月17日

　旅費の精算事務について、諫
早市旅費支給条例に基づく適正
な事務処理を行うよう周知徹底を
図った。

R6
前期
定期 こども福祉部 障害福祉課

【指導事項】
　諫早市会計規則第３２条第１項によると、支
出命令権者は、支出命令を発しようとするとき
は、債権者から提出を受けた請求書又は支出
調書に基づき、所属年度、会計別及び歳出科
目に誤りがないことを確認のうえ、支出命令書
により、会計管理者に対し支出命令を発しな
ければならないと規定されているが、会計年度
任用職員の通勤手当に相当する費用弁償に
ついて、歳出科目（細目）を誤っている事例が
見受けられた。
　 ついては、支出事務について予算所管課と
しての確認を適切に行われたい。

令和6年5月31日

　歳出科目（細目）の更正を行うと
ともに、本市会計規則に定める支
出命令時の取扱を課内で情報共
有し、併せて歳出科目（細目）に
かかるチェック体制の強化を図っ
たもの。

R6
前期
定期 こども福祉部 保護課

【指摘事項】
　諫早市会計規則第２９条第１項によると、収
入命令権者は、毎年度調定をした歳入で当該
年度の出納閉鎖期日までに収納にならないも
の（不納欠損金として整理したものを除く。）に
ついては、その翌日において翌年度の調定済
額として繰り越さなければならないと規定され
ているが、生活保護費返還金で年度末（３月
末日）までに収納にならなかったものの一部に
おいて、出納閉鎖後に調定すべきところ、出
納整理期間中に翌年度での調定を行い、翌
年度で収納している事例が見受けられた。
　 ついては、調定事務及び収納事務につい
て規則に基づき適正に行われたい。

令和6年8月16日

　調定事務及び収納事務につい
て、諫早市会計規則に基づく適
正な事務処理の周知徹底を課内
で図った。

R6
前期
定期 こども福祉部 保護課

【指導事項】
　諫早市会計規則第２９条第２項によると、収
入命令権者は、繰り越した歳入で翌年度の末
日までに収納にならないもの(不納欠損金とし
て整理したものを除く。)については、その翌日
において翌年度の調定済額として繰り越さな
ければならないと規定されているが、生活保護
費返還金の過年度繰越分に係る調定を任意
の日で行っている事例が見受けられた。
　 ついては、調定事務について規則に基づき
適正に行われたい。

令和6年8月16日
　調定事務について、諫早市会
計規則に基づく適正な事務処理
の周知徹底を課内で図った。

令和6年度（前期）定期監査結果及び措置状況



年度 監査区分 部等 課等 指摘事項等 措置完了日 措置内容等

令和6年度（前期）定期監査結果及び措置状況

R6
前期
定期 飯盛支所 地域総務課

【指導事項】
　諫早市会計規則第８条第１項によると、歳入
を収入しようとするときは、当該歳入に係る法
令、契約書その他関係書類に基づいて調定し
なければならないと規定されているが、飯盛ふ
れあい広場使用料の調定（変更）が任意の日
で行われている事例が見受けられた。
　 ついては、調定事務について規則に基づき
適正に行われたい。

　

令和6年8月20日
　課内にて、関係職員に対し諫
早市会計規則の再確認及び周
知徹底を行った。

R6
前期
定期 飯盛支所 産業建設課

【指摘事項】
　諫早市法定外公共物管理条例第２条第２号
の法定外公共物に係る土地占用料等の徴収
方法について、第１５条第２項により準用され
る諫早市準用河川流水占用料等徴収条例第
３条第１項によると、占用等の期間が１年以下
の場合にあっては、当該占用等の許可の際に
全額を徴収すると規定されているが、納入期
限が占用許可後の任意の日に設定されてお
り、前回の定期監査時の指導事項が改善され
ていない事例が見受けられた。
　 ついては、法定外公共物占用料の徴収事
務について、条例に基づき適正に行われた
い。

令和6年8月30日

　諫早市法定外公共物管理条例
第２条第２号の法定外公共物に
係る土地占用料等の徴収方法に
おいて準用する条例について、
課内会議を行い、適正な事務処
理の周知徹底を図った。

R6
前期
定期 飯盛支所 産業建設課

【指摘事項】
　長崎県屋外広告物条例施行規則第５条によ
ると、許可の期間を更新しようとする者は、許
可の期間が１月以上３年以内のものにあって
はその期間の満了の日の１月前までに、申請
書を提出しなければならないと規定されている
が、申請書の提出が遅延しており、前回の定
期監査時の指導事項が改善されていない事
例が見受けられた。
　 ついては、屋外広告物に係る更新許可事
務について、規則に基づき適正に行われた
い。

令和6年8月30日

　屋外広告物に係る更新許可事
務の適正な事務処理について、
課内会議を行い、許可期間が満
了する申請者に対して、更新案
内文書を期間満了の日の３か月
前に発送し、その文書に期間満
了の日の１月前までに申請書を
提出していただく旨の文言を明
記、申請書提出期限の１週間前
には、電話で催促するようにし
た。
　また、更新案内文書の送付日
などの更新スケジュールを課員
全員が共有できるスケジュール表
で管理するようにした。

R6
前期
定期 飯盛支所 産業建設課

【指導事項】
　道路占用許可事務において、申請書に占用
の期間が記載されておらず、前回の定期監査
時の注意事項が改善されていない事例が見
受けられた。
　ついては、占用許可事務について適切に行
われたい。

令和6年8月30日

　占用許可申請書の受け取りに
ついて、課内会議を行い、申請
事項の確認、及び申請者に対し
て、申請事項の記入漏れが無い
よう周知徹底を図った。

R6
前期
定期 飯盛支所 産業建設課

【指導事項】
　諫早市会計規則第８条第１項によると、歳入
を収入しようとするときは、当該歳入に係る法
令、契約書その他関係書類に基づいて調定し
なければならないと規定されているが、市有財
産目的外使用料の調定が任意の日で行われ
ている事例が見受けられた。
　 ついては、調定事務について規則に基づき
適正に行われたい。

　

令和6年8月30日

　調定事務について、課内会議
を行い、諫早市会計規則に基づ
く適正な事務処理の周知徹底を
図った。



年度 監査区分 部等 課等 指摘事項等 措置完了日 措置内容等

令和6年度（前期）定期監査結果及び措置状況

R6
前期
定期 小長井支所 産業建設課

【指導事項】
　諫早市会計規則第８条第１項によると、歳入
を収入しようとするときは、当該歳入に係る法
令、契約書その他関係書類に基づいて調定し
なければならないと規定されているが、その他
使用料及び道路占用料の調定が任意の日で
行われている事例が見受けられた。
   ついては、調定事務について規則に基づき
適正に行われたい。

令和6年8月8日
　諫早市会計規則に基づく、適
正な事務処理を行うよう課内周知
を図った。

R6
前期
定期 小長井支所 産業建設課

【指導事項】
　諫早市道路占用料条例第３条第１項による
と、占用料は、占用の期間が１年以下の場合
にあっては、当該占用の開始前に全額を徴収
すると規定されているが、占用料の納入期限
が占用開始後の任意の日に設定されている
事例が見受けられた。
　 ついては、道路占用料の徴収事務につい
て条例に基づき適正に行われたい。

令和6年8月8日
　諫早市道路占用料条例に基づ
く、適正な事務処理を行うよう課
内周知を図った。

R6
前期
定期 小長井支所 産業建設課

【指導事項】
　諫早市法定外公共物管理条例施行規則第
９条によると、諫早市法定外公共物管理条例
第１６条第２号に規定する公益上その他の規
則で定める特別の事情及び土地占用料等を
減額又は免除する割合が規定されているが、
法定外公共物占用料の減免事務において、
適用する条項を誤っている事例が見受けら
れ、前回の監査時の注意事項が改善されてい
ない事例が見受けられた。
　 ついては、法定外公共物占用料の減免事
務について規則に基づき適正に行われたい。

令和6年8月8日

　諫早市法定外公共物管理条例
施行規則に基づく、適正な事務
処理を行うよう課内周知を図っ
た。


